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●お問合わせの多いご質問（抜粋）

※HP 掲載の「よくあるご質問」も参照ください。

・ログインできない！ＩＤ、ＰＷがわからない！ →P4～

・技術者データ（QR コード）って？（技術者証はないの？） →P63～

・受講した申請はどうしたらいいの？

① CPDS 認定の受講証明書にプログラム番号が印字されている場合 →P10～

※CPDS 認定の受講証明書に QR コードが印字されている場合 →P10～

② CPDS 認定 Web 学習の受講証明書の場合 →P17～

③ ①②以外の受講証明書の場合 →P20～

・申請資料の登録ができない！

  プログラム申請の場合 →Ｐ23～   ／一括送金申請の場合 →Ｐ32～

・「様式１」ってどこにあるの？ →P9～

・プログラム申請時に（一部）資料をつけ忘れた →P23 「資料（再）登録したい」と同じです。

・ユニット登録（申請）状況はどうなっているの？ →P27～

・プログラム申請を至急申請に変えたいときは？ →P26

・技士会に入ったけど、登録情報を変更したい→P67～

・領収書発行は？ →P36～

●ご注意

システムでの作業を終了する際は、必ずログアウト（画面右上）をクリックください。

同一 PC を利用して、複数の ID でシステムにログインし各種申請をされると、申請者 ID が混在してしまい

正しい申請にならない場合がございます。 必ず一度ログアウトしてから、次の ID でログインをしてください。

●サイトの推奨環境について

当ウェブサイトを安全にご利用いただくためには、下記ブラウザを推奨いたします。

  推奨 OS     Windows

  推奨ブラウザ  Microsoft Edge （最新版）、Google Chrome （最新版）

推奨ブラウザ以下のバージョンを使用している場合は正常にシステムが動作しない可能性があります。

資料内の画像について

・画像の色の違いは検証用の画像を利用しているためです。

・画像が過去の画像となっている場合があり、表示された手数料金額等が現状と異なる場合もあります。

ご容赦ください。

・画像は予告なく変更する場合があります。

・監理技術者講習と試験の申請方法は？

→ホームページ ユーザ－ログイン画面 の 「監理技術者講習（および試験）申請方法について」

または、ログイン後の「監理技術者講習の申請方法」を参照ください。
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●個人加入者：個人 ID

１．ログインＩＤ・パスワード設定

（１）個人ＩＤ発行のメールにある URL から設定

メール着信日から 2 週間の期限があり （期限内設定できなかった場合は（２）へ）

システムを利用するために、必ずログイン ID とパスワードの設定が必要です。

●個人 ID（登録番号）

加入者個々に発番される ID（登録番号）です。

番号は、システムログイン後の共通情報内「個人情報」で確認できます。

ユニット登録（学習履歴）や学習履歴証明書申請では個人 ID（登録番号）が必要です。

有効であれば、番号が変わることはありません。

●ログイン ID （英数混合 6 文字以上）

ＣＰＤＳのシステムにログインするときに使う ID です。個人ＩＤとは異なります。

個人 ID 取得後、システムご利用前に設定が必要です。 ログインＩＤは変更が可能です。

※2021 年 6 月 7 日新設

●パスワード （英数混合 5 文字以上）

ＣＰＤＳのシステムにログインするときには、パスワードが必要です。

2021 年 6 月 4 日までに個人 IＤ取得の場合は、加入時に設定済です。（一部除く）

2021 年 6 月 7 日以降、個人ＩＤ取得の場合は取得後、システムご利用前に設定が必要です。

変更することも可能です。
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（２）ホームページにある「ログイン情報再設定申請」から

・個人 ID 発行メール内 URL の期限内に設定ができなかった場合

・有効な個人 ID を取得、ログインパスワードがわからない場合

ホームページで手続きが行えます。

CPDS ログイン画面 「ログイン」ボタンの下部「個人 ID の場合はこちらから再設定が可能です」の「こちら」を

クリック

入力した項目が登録情報と一致している場合のみ、登録メールアドレス宛に「ログイン情報設定」のメールを

送信します。 入力して「申請」してください。



5

「CPDS ログイン情報再設定通知（メール）」本文内にある ＵＲＬ から手続きをしてください。

URL にはメール着信日から 2 週間の期限があります。一度利用した URL の再利用はできません。

（期限内設定できなかった場合、URL が使えない場合は再度、設定申請してください）

URL の期限が過ぎている場合、「ユーザーログイン」画面が表示され

画面右肩にエラーメッセージが表示されます。

「こちら」をクリックして、再設定申請して

ご対応ださい。
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●個人加入者：ログイン

１．個人 ID とパスワードでログイン

2021 年 6 月 4 日以前に個人 ID 取得された皆様がログインすると以下の「[0201070] ログイン ID 設定 画面」

が表示されます。（ログイン ID 設定後のログイン時には表示されません。）

個人 ID とは別に「ログイン ID」の設定を推奨しています。ご対応ください。（P4 参照ください）

設定すると次回以降のログインでは、設定したログイン ID とパスワードをログイン画面入力いただきます。

設定後は、個人 ID（登録番号）でのログイン操作に戻すことはできません。ご注意ください。

「しない」を選択し「登録」でログインした場合は、引き続き個人ＩＤでのログインとなります。

ここでログイン ID の設定をしなくても、ログイン後に設定することも可能です。Ｐ7 参照ください。

！ログインできない！

以前保存したＩＤやパスワード（＊＊＊＊＊＊等）が

入力されていたら、消去し、改めて入力を試してください。

パスワードは目玉マークで文字を表示することができます

それでもログインできない場合は再設定申請をしてください

（Ｐ４参照）。
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２．ログイン ID とパスワードでログイン

2021 年 6 月 7 日以降、ログイン ID を設定された個人加入者は、ログイン ID とパスワードを入力してログイン

してください。個人ＩＤ（登録番号）でのログインはできません。

３．トップページ

ログイン後のトップページです。

右上 氏名をクリック すると「個人情報」「ログイン情報変更」表示。

右上 リンクをクリック すると「ガイドライン」「基本操作マニュアル」「進捗状況」「よくあるご質問」があります。

「個人情報」・・・共通情報内の「個人情報」と同一画面です（P61 参照）。

「ログイン情報変更」・・・ここでログイン ID、パスワードを変更することができます。

「ガイドライン」「基本操作マニュアル」

   ・・・ダウンロードできます。申請方法等、参照ください。

「申請処理の進捗状況」

  ・・・学習履歴（ユニット登録）申請・プログラム申請、新規加入申請、

  履歴証明書申請の進捗状況（処理完了している申請受付日）が

  確認できます。

「よくあるご質問」・・・申請等に関する Q＆A です。ご利用ください。
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左側の各メニューをご利用いただけます。

ご利用が多い申請や一覧は

デフォルト表示に変更しました

△クリックで非表示になります

▽ をクリックすると右項目が表示されます

▽ をクリックすると右項目が表示されます
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●個人加入者：申請等

1．ユニット登録を行いたい

受講証明書を確認してください。申請方法が異なります。

① CPDS 認定の受講証明書にプログラム番号が印字されている場合

・・・P10～「CPDS 学習プログラム（認定）の申請」へ

※CPDS 認定の受講証明書に QR コードが印字されている場合・・・P10 へ

② CPDS 認定 Web 学習の受講証明書の場合

・・・P17～「CPDS 認定 Web 学習の申請」へ

③ ①②以外の受講証明書の場合

・・・P20～「認定プログラムが確認できない場合の申請（新規申請）」へ

＜＜申請に関するご案内とご注意＞＞

●申請期限は受講日（開催日）から１年以内です。

●申請資料はあらかじめＰＤＦファイル保存してください。

資料は 5 点登録可能です。複数枚の資料を 1 点のＰＤＦファイルにしていただくとより多くの資料登録が可能で

す。（登録資料の容量は１点 2 MB 以内、５点１０MB まで） ファイル名には「記号」などは使用せず、短めにしてく

ださい。

●受講証明書毎の申請です。

（複数日で構成された講習等で「様式１」を各日でご用意される場合は例外あり。）

●同一講習受講者が複数の場合、１申請で 10 名様まで同時に申請ができます。

●Web 学習は、受講日と受講コースが一致している場合は１申請で、10 名様まで、同時に申請ができます。

受講日相違、受講コース相違の場合は、別申請をしてください。

監理技術者講習（及び試験）の

申請方法のご案内です

「様式１」はここからダウンロード

できます。
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（１）CPDS 学習プログラム（認定）の申請

CPDS 認定の受講証明書にプログラム番号が印字されている（QR コード有無どちらでも）場合

① 受講証明書等の申請資料をご用意ください。

資料をＰDF 登録される場合は、事前にご利用のＰC 上にＰDF ファイルとして保存してください。

資料を FAX 送付される場合は、PC 上の保存は不要です。

FAX 送付よりも PDF ファイル登録の方が優先処理されます。

※QR コードを利用した申請をした場合、この申請は不要です。

＜＜優先処理について＞＞

◆以下の申請方法（１）（２）（申請資料を PDF 登録した場合のみ）は、優先処理をします。

（１）プログラム番号を利用した申請（またはＱＲコードで申請）、（２）認定 Web 学習のプログラムを選択した申

請は、「新規申請」（申請者がプログラム情報を入力する申請）より、優先して審査着手（ガイドライン P12 参照）

します。

お手元の受講証明書の記載を確認してご申請ください。

＜通常申請受付分を申請者側で至急申請に変更＞

◆申請者側で通常申請（資料は PDF 登録のみ）を至急申請に変更することが可能です。詳細は P26 を参照

してください。

＜様式１について＞

◆CPDS 学習履歴の受講証明書「様式１」はログイン後の加入者メニュー「CPDS 学習プログラム」内から

ダウンロードできます。

※※ CPDS 学習プログラム（認定） QR コード印字のある受講証明書の申請※※

4/1 以降開催の一部の認定プログラムの受講証明書には QR コード印字があります。

QR コードが印字されている場合、スマートフォン等から申請ができます。

≪QR コードでの申請手順≫

① スマートフォン等で QR コードを読み込み、内容を確認して「申請を進める」をクリック

② 受講者個人のログイン ID とパスワード入力で認証（または氏名、生年月日、メールアドレス入力で

認証）

③ プログラム情報が表示されます。画面下の「申請を進める」をクリック

④ 「カメラで撮影」をクリックして、受講証明書をカメラで撮影をして「確認」をクリック

（またはあらかじめ写真保存した受講証明書をファイルアップロードボタンから登録）

⑤ 写真を確認し、「申請」をクリックして完了。

⑥ 申請受付メールが届きます。申請審査をお待ちください。

※残高不足による保留通知メールが届いた場合、メールをご確認の上ご対応ください。

※受講者の個人 ID からの申請として扱うため、受講者個人 ID の「学習プログラム申請一覧」に表示され

ます。
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② システムにログインし「学習プログラム申請」をクリック →プログラム選択画面が表示されます。

③ 検索モード（学習プログラム）にチェック →プログラム番号、実施日、開催場所の入力画面が表示されま

す。

④ 受講証明書に印字されている学習プログラム番号のみ入力し、検索してください。

→検索結果から、受講したプログラムを「選択」クリック →⑤へ

検索結果に色がついていれば、「主催者申請により認定されたプログラム」です。

色がなければ、「受講者申請によるプログラム認定」のため、優先処理対象にはなりません。
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※プログラム番号、実施日、開催場所 全てを入力して検索すると、検索結果が表示されない場合があり

ます。

※実施日、開催場所 を入力し、検索することも可能です。

※検索結果が表示されない場合は「新規申請」をしてください。 → Ｐ20 参照ください

⑤ 「①学習プログラム情報」画面 確認 （認定プログラムの情報自動入力）

⑥ 「②学習プログラム詳細情報」画面 確認 （認定プログラムの情報自動入力）

間違ったプログラムだった場合は、画面上部の「学習プログラムを選択しなおす」または、画面下部の「申請を

中止する」で、申請し直しをしてください。
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※各画面の移動は画面下部にある「前へ」「次へ」をクリックしてください。「確認」ボタンは全ての画面入力

し、⑤料金情報画面まで進むとクリックできます。

⑦ 「③学習履歴申請者」画面 入力

申請者履歴申請 ログインした申請者の履歴（ユニット登録）申請の場合は「有」のままにしてください。

           申請者が履歴申請しない場合は「無」にして、「追加入力」で履歴申請者を追加してください。

学習履歴申請者 学習履歴（ユニット登録は１申請で 10 名まで同時に申請ができます。 「追加入力」ボタン

から、一人ずつ入力し認証をしてください。

認証区分：漢字・カタカナを選択  氏名欄は選択した区分（漢字またはカタカナ）で入力してください。

「認証」クリック → 登録情報と一致すると、追加され、認証結果「OK」になります。
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登録情報と不一致の場合、追加はされますが、認証結果には「CPDS 番号と氏名が一致しません」と表示さ

れます。 次の画面に進めますが、不一致の場合は「削除」し、正しいＣＰＤＳ番号と氏名を確認して追加登録し

てください。

※個人 ID、氏名は正しいはずなのに認証結果が一致しないときは、認証区分（漢字・カタカナ）を変えてお試し

ください。

⑧ 「④学習プログラム資料登録」画面  資料登録

FAX 送付よりも PDF ファイル登録の方が優先処理されます。

申請によって、ＰDF 資料登録が必須になります。（必須の申請 ： 論文、特許・実用新案、表彰）

資料は PDF ファイルのみ、最大５件登録可能、ファイルサイズの上限は１点２MB です。

FAXで送付  有 → 申請後の受付通知（メール）とともに申請資料をＦＡＸ送付してください。

FAXで送付  無 → 資料登録 から PDF 登録必須 「アップロード」クリック、5 点登録できます。
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登録すると、資料の PDF ファイル名が表示されます。「削除」ボタンで削除できます。

登録した資料は、「⑤料金情報」まで進み「確認」クリックし、「確認モード」になった「④学習プログラム資料登

録」画面で確認できます。

⑨ 「⑤料金情報」画面   「確認」前は申請者の ID 残高を表示（申請手数料は確認後に表示されます）

⑩ 確認

料金情報画面下部の「確認」クリック すると、メッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると 申請で入力した「③学習履歴申請者」画面に戻ります。

各画面を確認ください。修正も可能ですが、再度「⑤料金情報」画面まで戻り、「確認」をしていただきます。

画面移動は右下の「次へ」で進んでください。



16

「⑤料金情報」画面 まで進み申請手数料金額を確認し、 下部「申請」クリックで申請完了です。

⑪ 申請

  

申請手数料がかからない、または申請手数料分の ID 残高がある場合の申請完了メッセージ

申請手数料分の金額が ID 残高にない（不足）場合の申請完了メッセージ

→ ご都合に合わせて一括送金申請をしてください。ただし、「保留（料金不足）」のままではユニット登録されま

せん。

⑫ 申請者に「申請受付通知（メール）」を送付

申請資料 FAX 送付を選択した場合は忘れずに、受付通知と一緒に申請資料一式を FAX してください。

申請資料の FAX 送付未着に関してのご連絡はいたしません。

●一括送金残高の引き落としタイミングって？

プログラム申請は ID 残高不足でも申請できます。

申請審査が進み、学習履歴申請承認（ユニット登録）

のときに、手数料として残高から引き落とします。

その時に残高が不足していると「保留（料金不足）」の

メールを送ります。
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（２）CPDS 認定 Web 学習の申請

受講証明書等の申請資料をご用意ください（PDF ファイルとしてご使用のＰＣ上に保存）。

受講証明書毎（受講日・コース名毎）の申請です。 相違の場合は別申請になります。

① 「CPDS 学習プログラム申請」をクリック →プログラム選択画面が表示されます。

② 検索モード（CPDS 認定 Web 学習）にチェック → 実施機関、コース名 の入力画面表示

・実施機関 プルダウンで選択 → 検索・コース名 入力（タイトル全部ではなく部分入力） → 検索

※片方のみ入力で検索可能。入力するキーワードは短くすると、検索結果がヒットします。

受講コースがあれば「選択」クリック→ 受講日入力 画面表示→ 受講日入力（カレンダー表示から入力）
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受講日入力枠にカーソルを合わせ、カレンダーを表示、日にちクリックで入力できます。→「決定」

③ 「①学習プログラム情報」／「②学習プログラム詳細情報」画面 確認 （認定プログラムの情報自動入力）
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情報は自動入力されています。修正できません。 内容を確認し、下部「次へ」で画面移動してください。

間違ったプログラムであった場合は、画面上部の「学習プログラムを選択しなおす」または画面下部の

「申請を中止する」で、申請し直しをしてください。

       

※各画面の移動は画面下部にある「前へ」「次へ」をクリックしてください。

「確認」は全画面入力するとクリックできます。

④ 「③学習履歴申請者」／「④学習プログラム資料登録」／「⑤料金情報」 各画面は、「（1）CPDS 学習プログ

ラム（認定）の申請」 と同様です。 P13～15 参照ください。

⑤ 確認／申請 P15～16 参照ください。
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（３）認定のないプログラムの申請（新規申請）

プログラム検索をしてもプログラムがない場合（認定のないプログラム受講や論文、特許、表彰、講師申請等）

は、学習プログラム情報をご自身で入力する「新規申請」をしてください。

① 「CPDS 学習プログラム申請」をクリック →プログラム選択画面が表示されます。

「新規申請」クリック。 表示された「注意」（申請審査着手までの日数等）を確認し「OK」をクリック

② 学習プログラム情報 → 必須項目（＊）を入力

［開催日一覧］

日付：ボックスにカーソルを合わせるとカレンダー表示 →カレンダーから日にち選択。 または

カレンダー表示させて「2024/04/13」（例）のように直接入力できます。

複数日開催の場合、「開催日時追加」をクリックすると、入力枠が増えます。  
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※複数日で構成されている講習会の場合は、上記の開催日にすべてご記入ください。

30 日以上の場合は、30 日目に最終日の日程を入力し、下の「開催日備考」開催日数をご記入ください。

［分類とユニット数］

選択する分類コード、時間数、形態コード等を間違えても申請できます。申請審査時に担当が確認します。

・A 分類（必須） 選択→ コード表からプログラム内容に近いコードを選択 コードクリックで入力。
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・形態コード（必須）選択 → コード表からプログラム運営に沿ったコードを選択 コードクリックで入力。

※「分類とユニット数欄」は、Ａ分類・形態コード・受講時間数または件数(a)・時間当たりのユニット数等(b)は

必須入力です。形態コードによっては、（b）の数値は固定で自動入力となり、修正できません。

Ａ分類から順に「選択」をクリックしコード表から選択するか、プルダウンメニューから選択ください。

講習会、現場見学会では昼休み、見学現場までの往復移動時間は含みません。

「ユニット数(a)×(b)」は（a）（b）に数値入力すると、自動で計算されます。

合計ユニット数に端数が出た場合は、切り上げて計算されます（形態コード 104・105 の（b）は「0.5」）。

形態コード 108(DVD 学習、映画等)は一回の申請で 6 ユニットが上限です。

③ 学習プログラム詳細情報 → 必須項目（＊）を入力

［開催都道府県］［開催地］（必須）・・・形態コード（申請内容）によって、空欄で可（必須＊が外れます）

空欄で可（入力しない）の申請 → 論文・特許・表彰・インターネット学習 (形態コード 201～403)

④ 学習履歴申請者／学習プログラム資料登録／料金情報  P13～15 参照ください。

⑤ 確認／申請 P15～16 参照ください。
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（４）タイムラインを確認したい・資料（再）登録したい（CPDS 学習プログラム申請一覧）

ログインした ID からの申請を表示。他者 ID からの申請はここには表示されません。受講分のユニット登録の

状況は「学習履歴一覧（P27）」で確認できます。

確認している当日から過去 2 年分の申請が表示されます。 2 年以上前の申請確認は、検索項目の申請日の

設定を変えてください。（ブランクも可）

CPDS 担当者からのタイムライン確認、資料再登録も一覧内の該当申請「詳細」から行います。

申請中（審査前）の「詳細」クリック

「資料登録」から申請資料の追加登録、上書登録可能。

申請日から２年以上経過すると、申請時に添付した資料は自動

消去されます（学習履歴：承認・申請中問わず）。

申請審査が進んでいる（タイムライン通知がある）申請中の申請

では、初期登録の申請資料も含め再登録をしてください。

申請中、承認だけでなく、

申請削除・非承認も表示するよう

になりました（次ページ参照）
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審査担当からの申請に関する問合わせ、資料再登録依頼等は、システム内の「タイムライン」でお知らせしま

す。 申請者宛のメールで「タイムライン通知」があることをお知らせします。

システムにログインし、「ＣＰＤＳ学習プログラム申請一覧」から該当の申請の「詳細」をクリックし、「タイムライン」

を確認ください。内容に沿って、「タイムライン返信」「資料登録」等、ご対応ください。

保留・申請中では「タイムラインあり」の表示はお読みいただいても消えません。承認（非承認）に切り替わると消えます。

URL をクリックすると「ログイン画面」になります。

ログインすると、該当申請の

「CPDS 学習プログラム申請詳細」が開きます。

詳細欄「タイムラインあり」をクリックすると通知

内容を確認できます。

「削除済」にある「タイムラインあり」をクリックす

ると、削除理由を確認できます。

「 非 承 認 」 の 場 合 、 「 詳 細 」 を ク リ ッ ク し て

「[0203110] CPDS 学習プログラム申請詳細」画

面の左下の「タイムライン」で審査結果（非承認

理由）を確認できます。
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資料再登録

申請者からの「タイムライン送信」「資料登録」等の確認は、審査担当が行います。確認作業、申請審査再開ま

でお待ちください。

申請審査が完了すると申請者宛メール「ＣＰＤＳ学習プログラム申請 認定通知」 でお知らせします。

申請一覧の「タイムラインあり」は審査完了（承認または非

承認）まで消えません。

申請詳細画面の「タイムライン①」などの○数字は

お読みいただいても消えません！記録として残ります。

CPDS 担当者からのタイムラインを確認してください。

申請者からタイムライン送信もできます。

送受信の内容確認ができます。

ここに入力して送信
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（５）通常申請を至急に変更したい（CPDS 学習プログラム申請一覧）

2024 年度から、通常申請で受け付けた申請を、申請者側で、至急申請に変更することができるようになりまし

た。

・通常申請受付分（資料を PDF 登録している申請のみ）を至急申請に変更できます。

・資料を FAX 送付選択されている場合は、「詳細」から資料を PDF 登録すると、至急申請に変更できます。

・至急手数料３３０円を、審査完了時に申請者 ID 残高から徴収します。残高不足の場合、保留（料金不足）に

なります。審査結果に関わらず（非承認となっても）、至急手数料は徴収します。ご承知おきください。

・至急申請は、通常申請／優先処理申請より早く、規定時間に沿って、審査着手いたします。

・最初から至急申請をされている場合、通常申請を至急申請に変えた場合、いずれも通常申請に戻すことは

できません。

          

至急ボタン クリックで表示されるメッセージを確認

「OK」で至急申請に切り替わります。

＜資料を FAX 送付選択している場合＞

一覧の該当申請「詳細」を開き、画面下部にある

「資料登録」ボタンから、資料のアップロード（PDF

登録）ができます。

画面詳細は P23 を参照してください。

登録すると「至急」ボタンを押印できます。

？ボタンが押せないのはなぜ？

資料が PDF 登録されていません。または、

すでに申請審査着手しています。
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２．ユニット登録の確認をしたい

（１）CPDS 学習履歴一覧

   個人情報画面の右上「学習履歴一覧」と同一画面（[0004000] CPDS 学習履歴一覧）です。

・ユニット数（１年）（５年）： 昨日から遡って 1 年、5 年のユニット数（年間上限の計算後）です。本日登録のユニ

ットは反映していません。

・状態欄：「承認」はユニット登録完了しています。「申請中」はまだユニット登録になっていません。

タイムライン：①②等の表示があれば CPDS 審査担当から申請に関する通知があります。クリックすると内容

確認できます。P23～25 参照

プログラム情報表示あり

●プログラム申請一覧・・・

ログインしている ID からの申請を確認できます。

他者 ID からの申請は表示されません。

●CPDS 学習履歴一覧・・・

個人の学習履歴の状況（ユニット数、申請状態、タ

イムライン等）確認ができます。ログインしている

個人の履歴確認の画面です
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３．一括送金の残高を増やしたい

［ご案内］

CPDS の申請の一部には手数料がかかります。新規加入申請以外の手数料は、必ず一括送金システムを  

利用していただきます。

事務簡素化のため、請求書は原則発行しません。

個人 ID には 30,000 円の上限を超えた入金はできません。申請手数料としてお使いいただける予定金額を申

請（入金）してください。

入金処理が完了した残高は、返金できません。また、他の ID 残高への移動もできません。

加入者のＣＰＤＳ加入登録が失効もしくは抹消した場合は、一括送金システムの残高は破棄したものとして取り

扱われます。

一括送金申請は申請中の手続きが完了するまで、追加・再申請はできません。（メッセージ表示あり）

申請を取りやめる場合は、「一括送金申請一覧」に進み該当申請を削除してください。申請手続きが完了して

いる場合は削除できません。Ｐ49 参照ください。

※インボイス制度対応の領収書に関して、P36～ 追記しました。

（対応は 2023/10/01 以降の出金確定分からになります。2023/09/30 までの出金確定分の領収書発行はでき

ません）

一括送金システムの詳細（申請手数料金額等）は ガイドライン P46～49 参照ください。

申請画面内にある「申請手順」「規約」もご一読ください。
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（１）一括送金申請

① 「申請手順」「規約」をクリックして内容をご確認ください。

●送金票の PDF（JPG）ファイルの登録（アップロード）  Ｐ32～33 参照

・一括送金申請受付通知メール内の URL からアップロード

・申請者 ID でシステムにログインし「一括送金申請一覧」にある

該当申請の「送金票欄」の「登録」からアップロード

\10 ～ \30,000

※10 円単位で申請してください。
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規約 同意がないと申請はできません。

送金票送付方法 ［FAX］送付する 選択 → 送金後に FAX 送付 または 送金票登録も可能

送金票登録 選択 → 送金票を［PDF、JPG］いずれかの形式で保存し、登録

希望金額  カンマは不要です。10 円未満は入力できません。

入力枠右側の「申請可能金額」は個人 ID の上限 30,000 円から、現時点の ID 残高を差し引いた申請可能金

額を表示。

入力いただくと、画面下部にある「確認」クリックできます。

画面右上にメッセージ表示 エラーの場合は修正して「確認」クリック

画面右上にメッセージ表示 画面下部「申請」クリック で 申請完了、メッセージが表示されます。

  

\10 ～ \30,000

※10 円単位で申請してください。
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② 一括送金申請完了になると、「一括送金申請一覧」に画面が移動し、今行った申請が一覧に表示

されます。

申請を確認してください。申請者宛に申請受付通知（メール）を送付します。

メールを確認し手続きを進めてください。

申請内容を修正することはできません。一覧の該当申請の右端にある「削除」クリック で申請削除してから、

申請し直しをしてください。

申請取り消しをする場合も、一覧の該当申請の右端にある「削除」クリック で申請削除してください。

送金票とは？

銀行等で送金した後に発行される資料となります。

例：振込金受取書／ご利用明細書／振替払込請求兼受領証 等

以下の情報が記載されているものを JCM にご送付ください。

  ○ご送金名義

  ○ご送金日

  ○ご送金金額

  ○当会口座の別（ゆうちょ もしくは りそな BK）

インターネットバンクをご利用の場合も同様の記載が確認できる画面を印刷してご送付く

ださい。 「入出金明細」では項目が不足していることが多くあります。「振込結果」等の画

面をご送付ください。

上記項目以外の「口座残高」等は見えないように黒塗りしていただいても結構です。

申請完了のメッセージ
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③ 申請受付通知確認 → 送金 → 送金票アップロード（または FAX 送付）

メール文を確認し手続きを進めてください。

複数名の一括送金申請があれば、申請金額を合算し、まとめてご送金いただくことも可能です。

送金票を登録いただくと下記メール送付します

申請時に FAX 送付選択でも

送金票アップロード可能です。

（ファイル形式は PDF または JPG）

メール受信から２週間の期限あり
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（２）一括送金申請一覧

申請一覧では、一括送金申請の確認、送金票の登録等ができます。

① 一括送金申請一覧 → 送金票アップロード

該当申請を確認し「送金票」欄 の「登録」をクリック

アップロードすると表示マークが変わります。

申請時に FAX 送付選択でも

送金票アップロード可能です。

（ファイル形式は PDF または JPG）

登録期限はありません。

送金票を登録いただくと下記メール送付します
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② 一括送金申請 認定 → 申請手数料としてご利用いただけます。

CPDS 一括送金 認定通知

申請状態が「承認済」になります （削除できません）。

（３）一括送金残高照会

一括送金の履歴や残高を確認することができます。

※領収書ダウンロードは P36～参照ください。
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・残高：現時点の残高（ご利用可能金額）

・申請金額：一括送金申請の申請中の金額が表示されます。金額をクリック→申請中があれば確認できます。

・引落予定金額：学習プログラム・履歴申請など、これから引落される予定の合計金額表示。金額をクリック→

申請の詳細確認できます。

・出金残高不足額：申請は承認済だが、一括送金残高不足のため保留になっている手数料の合計金額表示。

一括送金申請、代理引落申請をしてください。金額をクリック→申請の詳細確認ができます。
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（４）領収書（インボイス制度対応）について

CPDS ではインボイス制度に適した領収書を発行いたします。

一括送金残高から出金が確定した（消費）時点で領収書を発行いたします。

（2023/9/30 までの引落確定日分の領収書発行はしておりません。）

一括送金申請の入金分は、ご利用が確定していない（未消費）ので、領収書を発行することはできません。

取引先様の独自の様式に添った領収書発行対応はいたしませんのでご了承ください。

引落し（確定日）翌日から領収書データがダウンロード可能です。ダウンロードする方法は 2 種類あります。

・メールの URL からダウンロード →➊参照＞＞＞領収書がダウンロードできる URL から

・システムからダウンロード →➋参照＞＞＞CPDS システムにログインをして一括送金残高照会から

※➊➋とも１年以内ダウンロード可能です。

※掲載画像はサンプルのため、日付等が実際とは異なっている場合がございます。ご了承ください。

➊メールの URL からダウンロード

一括送金残高照会にて引落（出金）が確定した確定日の翌日に登録のメールアドレス宛に、領収書がダウンロ

ードできる URL 付きの「一括送金領収書発行通知」が届きます。

（ホームページ画面からの CPDS 加入 CSV 申請のみ、ＩＤ登録完了日当日にダウンロード可）

URL からのダウンロードの有効期限は確定日から１年間となります。
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① メール文内の URL クリック → パスワード入力でダウンロード画面が表示されます。

② 右下の「ダウンロード」クリック

ダウンロードされたファイルはパソコンのダウンロードフォルダー等に保存されます。

保存先はご利用の PC により異なりますのでお問合せはご遠慮ください。

※このエラーが表示された場合は、金
額訂正等が発生し、新しいＵＲＬをメー
ル送信しています。



38

➋システムからダウンロード

「一括送金残高照会（領収書ダウンロード）」にて引落（出金）が確定した確定日の翌日以降、CPDS システムに

ログインをして一括送金残高照会（領収書ダウンロード）の「領収書ダウンロード」ボタンから領収書を発行でき

ます。

                

① 「領収書ダウンロード」ボタンをクリック → ダウンロード画面が表示されます。

② 「確定日」→領収書発行希望の日付を選択→「ダウンロード」をクリック
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③ ブラウザ上で領収書が展開されます。保存、または印刷等を行ってください。

               

（領収書イメージ）

＜＜領収書ダウンロードのメモ＞＞

・出金内容について、確定日単位での領収書の発行が可能です。

（複数日分をまとめて発行する事はできません）

・ダウンロードできるのは確定日（出金）の翌日以降から１年間となります（一部申請除く）。

・ダウンロード時点での出金情報で領収書は作成されます。

・発行済の領収書金額に変更が生じた場合、新しい領収書の URL を自動で送信、または領

収書破棄のお知らせをします。（次ページ参照ください）
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●●発行済の領収書金額に変更が生じた場合●●

発行済の領収書金額に変更が生じた場合、訂正当日に登録のメールアドレス宛に取消しをお知らせするメール

が送付されます。

領収書の摘要（領収案件）が複数あり、一部訂正があった場合は、金額訂正後の領収書がダウンロードできる

URL が記載された「一括送金領収書再発行通知」が送付されます。

領収書の摘要（領収案件）の全てが取り消しとなった場合、領収書の破棄をお願いするメールが送付されます。

（例）学習履歴証明書申請後、翌日に申請を取り消した

2023/10/10

（1）D376773 の学習履歴証明書申請を行う。

2023/10/11

（2）「2023/10/10」確定日分の領収書が発行される。

（3）「D376773」申請を削除する（発行前） → （2）から金額訂正の領収書発行（又は削除通知）

領収証が訂正された、又は領収証破棄（領収金額 0 円）となった時には、メールでもお知らせをいたします。

  

（4）新しく学習履歴証明書申請（D376774）を申請する → 「2023/10/11」確定分として新しく領収書が発行

訂正された領収書は、発行番号に枝番が足されます
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（５）代行申請の手数料はどうしたらいいの？

受講した講習等のユニット登録を主催者が代行申請した際、ユニット登録に手数料が必要な非技士会員で、ご

本人の ID 残高が不足している場合は、「一括送金 残高通知」（メール）を送ります。

手続き方法は３種類あります！

  ・ご自身の ID からお支払い →【１】参照＞＞＞ご自身の ID から一括送金申請手続き（P29～参照）

  ・本人以外の ID からお支払い →【２】参照＞＞＞代理引落依頼（P43～参照）

  ・社員データ ID と紐づいている場合 →【３】参照＞＞＞自動依頼

一括送金 残高通知【B*******】（抜粋）

（次ページに続く）

こちらに、学習履歴申請対象者の氏名等が

表記されています。
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（前ページより）

■手続き方法

【１】ご自身の ID からお支払いただく場合

１．貴方の ID でログイン

    一括送金システム『CPDS 一括送金申請 』より申請して下さい。

２．受付メール（受付番号「Ｖ」から始まるもの）を確認し手順に従い手続きを

   進めて下さい。

３．一括送金申請が承認されると、学習履歴も承認されユニット加算されます。

【２】本人以外の ID 残高からお支払いいただく場合

１．貴方の ID でログイン

   一括送金システム 『CPDS 一括送金代理引落 (申請・確認)』より

   引き落とし先を選択し申請して下さい。

２．申請受付メールを確認して下さい。

   引き落とし先（依頼先）には『一括送金代理引き落とし 申請通知』が送信されます。

３．引き落とし先が代理引き落としを許可した場合 ⇒学習履歴が承認されユニット加算されます。

                          ※依頼先の利用残高が不足している場合は

                          保留となります。

   引き落とし先が代理引き落としを拒否した場合 ⇒非承認通知メールでお知らせします。

                          手数料のお支払いが完了しない為、ユニット加算されません。

                          案内に従い手続きをして下さい。

【３】社員データ ID と紐づいている場合

１．代理引き落とし依頼は、自動で社員データ ID に依頼されています。

   貴方の ID でログイン

   一括送金システム 『代理引落申請』で確認できます。

２．依頼先へのメール発信はありませんので、社員データ ID ご担当者様に手続きをしていただくようお声がけ

下さい。

３．引き落とし先が代理引き落としを許可した場合 ⇒学習履歴が承認されユニット加算されます。

   引き落とし先が代理引き落としを拒否した場合 ⇒貴方の登録番号でログイン

                          【１】【２】のどちらかの手続きをして下さい。

※本メール受信後に社員データ ID と紐付けをした場合は、紐付けが完了した翌日に自動で社員データ ID に

依頼されます。

【2】受講者本人以外の ID 残高を使わせてもらう

→ 代理引落依頼・・・P43～参照

【1】受講者本人の ID から支払う

→ 一括送金申請・・・P29～参照

【3】社員データ ID 残高を使わせてもらう

→自動依頼、担当者にお声がけが必要です。
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● 代理引落依頼のワンポイント ●

社員データ ID と紐付いている場合は、社員データ ID に自動依頼されるため、申請は不要です。

残高不足により保留となった後に社員データ ID と紐付いた場合（社員データ ID からの紐づけ申請と個人加入者

の承認が必要）、加入者承認の翌日に自動依頼になります。

紐付けがない場合は、受講した加入者から代理引落依頼申請を先にしてください（自動依頼にはなりません）。

＜受講した加入者＞

・申請中の一括送金申請があると、代理引落依頼はできません。

→ 一括送金申請の手続きを進めてください。 一括送金申請は申請中であれば削除できます。

・依頼した ID から「非承認」されることもあります。

→ 非承認メールが届いたら他の ID に依頼するか、自身で一括送金申請するか、検討して再申請してください。

＜依頼された ID 側＞

依頼された ID 側は、忘れずに承認（非承認）してください。承認しないと、受講者のユニットがつきません。

依頼された ID に必要分の残高がないと承認できません。一括送金申請で残高を満たしてから承認してください。

または「非承認」もできます。

※依頼申請から２週間以内に、承認（非承認）操作がないと、自動で申請取消になります。

受講した加入者にメールが届きます。

→取消メールが届いたら他の ID に依頼するか、自身で一括送金申請するか、検討して再申請してください。
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○代理引落依頼

！注意！ 申請中の一括送金申請があると、代理引落依頼申請はできません。一括送金申請一覧を確認くだ

さい。 P33 参照ください。

残高通知 【3】社員データ ID と紐づいている場合 → 申請欄は「自動申請中」になります。

残高通知 【2】本人以外の ID 残高からお支払いいただく場合 →

該当申請を確認し「申請」クリック → 引き落とし先区分の ID をクリックして ID・氏名を入力してください。

プログラム情報

プログラム情報

プログラム情報
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社員データ ID への自動依頼が削除された場合は、社員データ ID を選択することもできるようになります。

申請 すると以下メッセージが表示されます。

（以下は個人 ID に依頼した場合の画面です）

「申請中」 クリックで、状況確認および申請取消ができます。

「履歴」 クリックで、代理引落申請の履歴が確認できます。

プログラム情報

プログラム情報

依頼先情報
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（依頼された個人 ID の画面） 作業は P49 参照ください。

一括送金申請の申請中があると代理引落依頼申請はできません。

一括送金申請一覧で申請状況を確認し、送金票登録（FAX 送付）し承認をまつ、または申請削除をしてくださ

い。

申請中案件がなくなったのちに、改めて代理引落依頼をしてください。

プログラム情報
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社員データ ID への自動申請を、社員データ ID 側が「削除」した場合、また、他のＩＤへの代理引き落とし申請

が「非承認」となった場合、「申請中」の表示となり、改めて、代理引落し申請をすることが可能です。

代理引落申請履歴一覧で、履歴を確認できます。

承認済：手数料を負担いただき、ユニット登録済

非承認：代理引落依頼申請を非承認 したため、ユニット登録はされていません。

取消：自動依頼、または申請後 2 週間承認対応をしてもらえなかった申請は取消になります。

プログラム情報

プログラム情報 依頼先情報
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申請者宛「一括送金代理引落依頼 申請受付」（メール）

依頼先宛「一括送金代理引落依頼 申請通知」（メール）・・・操作方法は P49～参照ください。
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（６）代理引落依頼を受けたときの手続き  （代理引落依頼確認一覧）

手数料の代理引落依頼申請を受けた方宛にメールが届きます。P48 参照ください。

メール内 URL から「ログイン」すると「代理引落依頼確認一覧」にある、手続き画面に進めます。

もしくは、ログインし「代理引落依頼確認一覧」進み該当の申請を確認して手続きをしてください。

※申請から 2 週間が経過すると自動で取消しとなります。

依頼先 個人ＩＤ

承認 → 手数料 550 円を残高から引き落とし、受講者（申請依頼者）のユニット登録が完了します。

非承認 → 受講者（申請依頼者）に非承認となった旨メールを発信、受講者は代理引落依頼申請のし直し、

または、受講者自身の ID で一括送金申請が必要です。

依頼申請を受けた方の ID 残高に必要分の金額が不足している場合、「承認」はできません。

一括送金申請をして残高を満たしてから「承認」するか、「非承認」をしてください。

依頼先 社員データＩD（申請し直し分）

プログラム情報

受講者情報
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４．学習履歴証明書が欲しい

（１）学習履歴証明書申請

ユニット取得状況等の証明書発行申請ができます。一括送金残高が不足していると申請ができません。

不足している場合は先に一括送金申請をしてください。

＜＜申請前にチェックしてください＞＞

・申請者の ID 残高にお金はありますか

（不足していると申請画面は開きません）

・ユニット登録状況を確認してください

（申請中・保留のユニットは反映しません）

・申請者、対象者の登録情報を確認してください

（会社名はあっている？資格名は？）
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申請者情報を確認し、学習履歴証明期間（必須）を入力してください。

学習履歴証明期間

申請日から 10 年以上遡った履歴（ユニット）登録を証明書に表示することはできません。（ガイドラインＰ28）

証明日を含め、その日から遡って、１，２，３，４，５年間の設定をしてください。

至急依頼

通常申請の場合、申請に不備がなければ、申請受付日の翌営業日 16 時以降申請受付順に発行いたします。

至急依頼申請の場合、画面表示の時間を参考にしてください。

証明書・明細書は申請者宛にメール添付して送付します。印刷してご利用ください。また、一定期間、申請者で

ログインし、学習履歴証明書申請一覧からダウンロードすることもできます（P56～参照）。

会社名、会社情報を確認してください。証明書に印字され

ます。

証明書は登録メールアドレス宛に送付します。

修正が必要な場合は先に「登録内容変更申請」をしてくだ

さい。
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学習履歴証明対象者

証明書に表示したい個人加入者を入力してください。

申請者は「No．１」に自動入力されます。学習履歴証明書に表示しない場合は「削除」クリックで外すことができ

ます。  他の方を追加される場合は「追加入力」をクリックして、「個人 ID 認証」で追加してください。

1 通の証明書には 10 名様まで入力できます。 （社員データＩＤからの申請は 10 名以上も可能です）

※同一の会社登録の加入者のみ追加してください。グループ会社等、会社名が相違している場合は、

発行できません。

※失効している個人 ID、加入者は入力できません。

必須項目入力後の画面 → 入力例 2024/03/31 以前の１年間 対象者２名
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対象者入力をされると、申請手数料金額が表示されます。

対象者入力後、下部右下「確認」クリック → 設定期間の「ユニット数詳細確認」表示。

※証明書ではありません。

「ユニットの詳細」「ユニット数の計算」を各人分 スクロールして確認してください。

対象者全員の詳細を確認できます。

※学習プログラム申請が申請中や保留の場合、ユニットは未登録のため、含まれていません。
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確認し、右下に「閉じる」クリックで、申請画面に戻ります。

申請画面右下の「修正」クリック で、証明期間や対象者の修正ができます。

「申請」クリック で申請完了です。申請者宛「受付通知」を送付します。

申請者宛「受付通知」を送信します。
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「証明書」「明細書」は申請者宛にメール添付で送付します。

「学習履歴証明書申請一覧」からも指定期間内（発行から 1 ヶ月）であればダウンロードできます（Ｐ56 参照）。
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（２）学習履歴証明書申請一覧

申請の受付状況の確認や申請削除（未発行の申請のみ）、発行済の「証明書」「明細書」をダウンロードできま

す（ダウンロードは発行日から１か月間可能。期間表示あり）。

申請の削除（取消）は未発行の場合のみ可能です。 「削除」クリックしてください。

発行済の申請削除はできません。

「証明書発行」欄の「証明書」「明細書」をクリックするとダウンロードできます。

期間表示あればダウンロード可能ですが、期間を過ぎると表示が「発行済」になりダウンロードできません。
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証明書（サンプル）
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明細書（サンプル） 1 通の証明書に複数名の場合、明細は個別に出力されます。

上限のある学習プログラ

ムで上限を超えた分はマ

イナスされます。

上限のある学習プログラ

ムについてはガイドライン

P25 参照ください
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（３）ユニット数確認

指定期間の登録ユニット数の詳細確認ができます。学習履歴を証明するものではありません。

指定した期間に取得したユニット数を確認することが出来ます。

※確認されている当日登録されたユニットも含みます。

期間と対象の加入者の CPDS 番号、氏名を入力し「表示」をクリックしてください。

＜ユニットの年間上限調整＞学習履歴証明書申請（発行）と同じユニット計算をいたします。

学習プログラム形態コード 101-2、103、106（監理技術者講習等）、108（DVD・映画等）、112（どぼく検定）、401

～403（インターネット学習等）、社内研修 500 については、 年間取得ユニットに上限があり、 学習履歴証明書

を発行する時に超過分のマイナス計算を行います。

起算日と年数から計算して上限を超過している場合には、超過分をマイナスしたユニットが表示されます。この

計算過程を明らかにするために、学習履歴の明細書を付けますがこれは学習履歴証明書ではありません。
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「ユニットの詳細」「ユニット数の計算」を各人分 スクロールして確認してください。

※証明書ではありません。

「閉じる」で画面は閉じます。
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５．登録の状況を確認したい、変更したい

「マイページ」には以下項目があり、個人加入者の登録情報の確認ができます。

    

（１）個人情報

○登録番号 ：個人固定の ID です。

※失効の場合、改めて新規加入が必要です。登録番号（ＩＤ）は変わ

ります。失効 ID に登録されていた情報の引継ぎはできません。

○氏名 ：他者に変えることはできません。

姓変更、漢字表記変更は登録内容変更申請から行えます。
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画面サンプル  右肩〇部分の説明は次ページにあります。

A B C

D

E
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［0202000］個人情報 の画面内にある各ボタンについて

画面上部右：QR コード表示／一括送金残高／学習履歴一覧

A：QR コード表示 （メニューにある「QR コード表示」と同一画面です）

○QR コード出力 （画面サンプル）

2024 年度からの技術者証（カード）廃止に伴い

「技術者証データ（ＱＲコード）」を利用いただき

ます。

QR コードは全個人加入者が利用できます。

講習会主催者から本人確認や代行申請のた

め、開催日当日、技術者証持参のお知らせが

あった際には、印刷（QR コード出力）して持参、

またはメール送信で画面を受信し、当日画面表

示をして主催者に提示してください。

（表示されている内容の変更がなく、また、印刷

物の汚れ破損なければ繰り返し使用可）

メール送信のあて先は、登録のメールアドレス

です。

登録内容の変更や写真の差替えは「登録内容

変更申請」から手続きをしてください。
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○QR コード送信

B：一括送金残高

メニュー「CPDS 一括送金」にある「一括送金残高照会」と同一画面です。詳細は P34 参照ください。

C：学習履歴一覧 メニューにある「CPDS 学習履歴一覧」と同一画面です。

個人の学習履歴の状況（ユニット数、申請状態、タイムライン等）確認ができます。 プログラム申請一覧とは異

なり、ログインしている個人の履歴確認の画面です。

・ユニット数（１年）（５年）： 昨日から遡って 1 年、5 年のユニット数（年間上限の計算後）です。本日登録のユニ

ットは反映していません。

URL を開き、パスワード入力で

「QR コード表示」が開きます

メール添付でも送付しています。

出力画像（前ページ）と同一資料です。
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・状態欄：「承認」はユニット登録完了しています。「申請中」はまだユニット登録になっていません。

タイムライン：①②等の表示があれば CPDS 審査担当から申請に関する通知があります。クリックすると内容

確認できます。

D：ユニット数確認 （画面下部ユニット欄）

表示されているユニット数は画面をみている当日の前日から遡って 1 年、5 年のユニット数（年間上限の  

計算後）です。 本日登録のユニットは反映していません。

本日登録分も含めたユニット数は「ユニット数確認」をクリックし、期間設定をして確認ください。

メニュー「学習履歴証明書」にある「ユニット数確認」（P77）と同一画面です。

E：変更 （画面下部右）

変更： 登録内容変更申請

  メニュー「マイページ」にある「登録内容変更申請」と同一画面です。ここからも申請できます。P67 参照くだ

さい。

プログラム情報表示あります
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（２）QR コード表示

2024 年度から技術者証（カード）を廃止いたし

ました。「技術者証データ（ＱＲコード）」を利用

いただきます。

QR コードは全個人加入者が利用できます。

講習会主催者から本人確認や代行申請のた

め、開催日当日、技術者証持参のお知らせが

あった際には、印刷（QR コード出力）して持参、

またはメール送信で画面を受信し、当日画面表

示をして主催者に提示してください。

（表示されている内容の変更がなく、また、印刷

物の汚れ破損なければ繰り返し使用可）

メール送信のあて先は、登録のメールアドレス

です。

登録内容の変更や写真の差替えは「登録内容

変更申請」から手続きをしてください。

（QR コード出力、メール送信は P63～参照くだ

さい）
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（３）登録内容変更申請

○表示されている項目の変更入力してください。 ＊ は必須項目です。

氏名：他者に変更することはできません。 姓変更、漢字表記変更は可能です。

※加入者名、写真、会社名、技士会情報等の変更は確認作業があるため、承認（情報更新）まで日数がかか

ります。

「申請 受付通知」、「変更申請 登録完了通知」のメールを確認してください。

技士会変更により、確認の結果非会員だった場合「申請情報不備通知（非会員のお知らせ）」のメールを発信

します。
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（４）社員データ ID 紐付確認

社員データ ID からの紐付申請方法は「基本操作マニュアル（社員データ ID 操作編）」P28 参照ください。

所属会社 ID から社員データ ID の紐付申請により、個人 ID との紐付ができます。

個人 ID からの登録内容変更申請では、社員データＩＤとの紐付はできません。

申請通知（メール）を確認し、手順に従って、手続きをしてください。

紐付申請には、CPDS 側の承認作業はありません
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承 認 社員データ ID 紐付完了しますが、登録されている会社名等は更新されません。必要に応じて登録内

容変更申請を行ってください。

※「社員データ ID の紐付」を削除したいときは、「登録内容変更申請」から申請できます。

非承認 申請会社名に覚えがない場合は、非承認にしてください。紐付はされません。


